
学校及び救護施設指定取扱規則（昭和 62 年４月西日本旅客鉄道株式会社公告第５号）の一部を次のように改正

し、2025年４月１日から施行します。 

2025年２月 25日 

 

現行 改正 

（前略） 

 

（指定学校等の定義） 

第 ２ 条 この規則において「指定学校」とは、次の各号の１に該

当する施設をいう。 

（1）学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条の規定による小学

校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・大学・

高等専門学校・特別支援学校及び幼稚園。ただし、通信による

教育を行う学校の通信教育部にあつては、当社の指定を受け

た学校に限る。 

 

（中略） 

 

（4）外国の大学、大学院又は短期大学の日本校のうち、学校教育

法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第155条第１項第４号、

第155条第２項第６号又は第156条第３号の規定により、我が

国において、外国の大学、大学院又は短期大学の課程を有する

ものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた

教育施設として文部科学大臣が指定したものであつて、当社

の指定を受けた学校 

 

（中略） 

 

２ この規則において「指定学校の学生・生徒・児童又は幼児」と

は、次の各号に掲げる指定学校の部科等（以下「部科」という。）

に在学し、教育を受ける者をいう。 

（1）前項第１号に規定する学校の場合 

学校教育法の定めによる通常の教育課程を行う部科。ただ

し、単位制高等学校教育規程（昭和63年文部省令第６号。以

下「単位制高等学校教育規程」という。）第９条に規定する科

目履修生は除く。 

（2）前項第２号に規定する学校及び同項第３号に規定する学校

で、学校教育法第134条の規定によるものの場合 

学校教育法施行規則等当該学校の設置に関する法令に規定

する部科 

（3）前項第３号に規定する学校で、学校教育法第124条の規定に

よるものの場合 

専修学校設置基準（昭和51年文部省令第２号）第２条第１

項に規定する学科に属する分野 

（前略） 

 

（指定学校等の定義） 

第 ２ 条 この規則において「指定学校」とは、次の各号の１に該

当する施設をいう。 

（1）学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条の規定による小学

校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・大学・

高等専門学校・特別支援学校及び幼稚園。ただし、通信による

教育を行う学校の通信教育部にあつては、当社の指定を受け

た学校に限る。 

 

（中略） 

 

（4）外国の大学、大学院又は短期大学の日本校のうち、学校教育

法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第155条第１項第４号、

同条第２項第７号又は第156条第３号の規定により、我が国に

おいて、外国の大学、大学院又は短期大学の課程を有するもの

として当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育

施設として文部科学大臣が指定したものであつて、当社の指

定を受けた学校 

 

（中略） 

 

２ この規則において「指定学校の学生・生徒・児童又は幼児」と

は、次の各号に掲げる指定学校の部科等（以下「部科」という。）

に在学し、教育を受ける者をいう。 

（1）前項第１号に規定する学校の場合 

学校教育法の定めによる通常の教育課程を行う部科。ただ

し、単位制高等学校教育規程（昭和63年文部省令第６号）第

９条に規定する科目履修生は除く。 

 

（2）前項第２号に規定する学校及び同項第３号に規定する学校

で、学校教育法第134条の規定によるものの場合 

学校教育法施行規則等当該学校の設置に関する法令に規定

する部科 

（3）前項第３号に規定する学校で、学校教育法第124条の規定に

よるものの場合 

専修学校設置基準（昭和51年文部省令第２号）第２条第１

項に規定する学科に属する分野 



（4）前項第４号に規定する学校の場合 

学校教育法施行規則第155条第１項第４号、第155条第２項

第６号又は第156条第３号の規定により、我が国において、外

国の大学、大学院又は短期大学の課程を有するものとして当

該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設とし

て文部科学大臣が指定する課程 

（5）前項第５号に規定する学校の場合 

当社が指定した課程 

（指定学校としての指定条件） 

第 ３ 条 前条第１項第１号ただし書及び第２号の学校について

の指定学校としての指定は、設立の告示があつた学校であつて、

次の各号の条件を具備し、かつ、当社が適当と認めたものについ

て行う。 

 

（中略） 

 

２ 前条第１項第３号の学校についての指定学校としての指定は、

次の各号に定めるところにより、前項各号の条件を具備し、かつ、

当社が適当と認めた学校について行う。 

（1）学校教育法第124条の規定によつて設立した私立学校にあつ

ては、監督庁の認可を得ていること。 

（2）学校教育法第134条の規定によつて設立した私立学校にあつ

ては、監督庁の認可の日、開校の日のいずれかの日からも１箇

年を経過していること。 

３ 前条第１項第４号の学校についての指定学校としての指定は、

学校教育法施行規則第155条第１項第４号、第155条第２項第６号

又は第156条第３号の規定により文部科学大臣の指定を受け、第

１項各号の条件を具備し、かつ、当社が適当と認めた学校につい

て行う。 

４ 前条第１項第５号の学校についての指定学校としての指定は、

第１項各号の条件を具備し、かつ、当社が適当と認めた場合に行

う。 

（指定の申請） 

第 ４ 条 学校の代表者は、第２条第１項第１号ただし書又は第２

号から第５号までに規定する指定学校として指定を受けようと

する場合は、学校指定申請書類を、学校所在地もより駅を所管す

る山陽新幹線統括本部長、近畿統括本部長、中国統括本部長又は

金沢支社長（以下「支社長等」という。）に提出するものとする。

この場合、分校にあつては、本校とは別個の学校として申請する

ものとする。 

２ 学校指定申請書類は、次のとおりとする。 

（1）学校指定申請書 

書式 

(書式省略) 

（4）前項第４号に規定する学校の場合 

学校教育法施行規則第155条第１項第４号、同条第２項第７

号又は第156条第３号の規定により、我が国において、外国の

大学、大学院又は短期大学の課程を有するものとして当該外

国の学校教育制度において位置づけられた教育施設として文

部科学大臣が指定する課程 

（5）前項第５号に規定する学校の場合 

当社が指定した課程 

（指定学校としての指定条件） 

第 ３ 条 前条第１項第１号ただし書及び第２号の学校について

の指定学校としての指定は、設立の告示があつた学校であつて、

次の各号の条件を具備し、かつ、当社が適当と認めたものについ

て行う。 

 

（中略） 

 

２ 前条第１項第３号の学校についての指定学校としての指定は、

次の各号に定めるところにより、前項各号の条件を具備し、かつ、

当社が適当と認めた学校について行う。 

（1）学校教育法第124条の規定によつて設立した私立学校にあつ

ては、監督庁の認可を得ていること。 

（2）学校教育法第134条の規定によつて設立した私立学校にあつ

ては、監督庁の認可の日、開校の日のいずれの日からも１箇年

を経過していること。 

３ 前条第１項第４号の学校についての指定学校としての指定は、

学校教育法施行規則第155条第１項第４号、同条第２項第７号又

は第156条第３号の規定により文部科学大臣の指定を受け、第１

項各号の条件を具備し、かつ、当社が適当と認めた学校について

行う。 

４ 前条第１項第５号の学校についての指定学校としての指定は、

第１項各号の条件を具備し、かつ、当社が適当と認めた場合に行

う。 

（指定の申請） 

第 ４ 条 学校の代表者は、第２条第１項第１号ただし書又は第２

号から第５号までに規定する指定学校として指定を受けようと

する場合は、学校指定申請書類を、学校所在地もより駅を所管す

る山陽新幹線統括本部長、近畿統括本部長、中国統括本部長又は

金沢支社長（以下「支社長等」という。）に提出するものとする。

この場合、分校にあつては、本校とは別個の学校として申請する

ものとする。 

２ 学校指定申請書類は、次のとおりとする。 

（1）学校指定申請書 

書式 

(書式省略) 



（2）設立の告示、認可書又は学校教育法施行規則第155条第１項

第４号、第155条第２項第６号又は第156条第３号の規定によ

る文部科学大臣の指定の告示の写（以下これらを「設立認可書

等」という。） 

（3）学則 

監督庁に届け出ずみのものであつて、次の事項が記載され

ているもの。ただし、学則中にこれらの事項が記載されてい

ないときは、これに代る書類を学則に添付するものとする。 

イ 修業年限・学年・学期及び授業を行わない日（休業日）に

関する事項 

 

（中略） 

 

ヘ 第２条第１項第１号ただし書の学校が高等学校通信教育

規程（昭和37年文部省令第32号）第２条に規定する面接指

導、大学通信教育設置基準（昭和56年文部省令第33号）第

３条又は短期大学通信教育設置基準（昭和57年文部省令第

３号）第３条に規定する面接授業（以下これらを「面接授

業」という。）を在籍校所在地と異なる場所で行う場合は、

当該面接授業を行う施設名（呼称がある場合）、住所、連絡

先及びもより駅に関する事項 

 

 

 

 

（4）部科別の在籍生徒現在数及び教員の現在数を記載した書類 

（5）１週間に行う部科別の授業科目及び授業時間数を記載した

書類 

（6）学校所在地のもより駅及び当社線利用の状況を記載した書

類 

 

（中略） 

 

（指定期間の限定） 

第 ６ 条 第２条第１項第１号ただし書きに規定する通信による

教育を行う学校の通信教育部であつて、学校教育法第54条第３項

に規定する広域の通信制の課程を指定学校として指定する場合

及び同条同項第２号から第５号までに規定する指定学校として

指定する場合は、期間を限定して行う。 

 

（中略） 

 

（指定部科としての追加申請及び指定変更の申請） 

第 ８ 条 指定学校が、既に指定されている部科以外の部科につい

（2）設立の告示、認可書又は学校教育法施行規則第155条第１項

第４号、同条第２項第７号又は第156条第３号の規定による文

部科学大臣の指定の告示の写（以下これらを「設立認可書等」

という。） 

（3）学則 

監督庁に届け出ずみのものであつて、次の事項が記載され

ているもの。ただし、学則中にこれらの事項が記載されてい

ないときは、これに代る書類を学則に添付するものとする。 

イ 修業年限・学年・学期及び授業を行わない日（休業日）に

関する事項 

 

（中略） 

 

ヘ 第２条第１項第１号ただし書の学校が高等学校通信教育

規程（昭和37年文部省令第32号）第２条に規定する面接指

導又は大学通信教育設置基準（昭和56年文部省令第33号）

第３条若しくは短期大学通信教育設置基準（昭和57年文部

省令第３号）第３条に規定する面接授業（以下これらを「面

接授業」という。）を在籍校所在地と異なる場所（高等学校

の通信制の課程にあつては、高等学校通信教育規程第３条

第１項１号に規定する面接指導等実施施設に限る。）（以

下、在籍校所在地と異なる場所にあつて面接授業を行う施

設を「面接授業会場」という。）で行う場合は、当該面接授

業会場名（呼称がある場合）、住所、連絡先及びもより駅に

関する事項 

（4）部科別の在籍生徒現在数及び教員の現在数を記載した書類 

（5）１週間に行う部科別の授業科目及び授業時間数を記載した

書類 

（6）学校所在地のもより駅及び当社線利用の状況を記載した書

類 

 

（中略） 

 

（指定期間の限定） 

第 ６ 条 第２条第１項第１号ただし書きに規定する通信による

教育を行う学校の通信教育部であつて、学校教育法第54条第３項

に規定する広域の通信制の課程を指定学校として指定する場合

及び第２条第１項第２号から第５号までに規定する指定学校と

して指定する場合は、期間を限定して行う。 

 

（中略） 

 

（指定部科としての追加申請及び指定変更の申請） 

第 ８ 条 指定学校が、既に指定されている部科以外の部科につい



て指定部科として追加指定を受けようとする場合及び学則の変

更によりその既指定部科の内容に変更を生じた場合は、当該学校

の代表者は、次の書式による学校指定変更願を所管の支社長等に

提出するものとする。 

 

（中略） 

 

３ 指定学校が、校名・部科名・所在地・もより駅・面接授業施設

等に変更を生じたときは、当該学校の代表者は、前各項の規定に

準じ、すみやかに指定変更願を提出するものとする。 

 

（中略） 

 

（学割証の発行方） 

第 11 条 指定学校の代表者は、学割証を学生又は生徒に交付す

るときは、これに次の各号に掲げる事項を記入して職印を押し、

学割証発行台帳に契印を押したうえ、交付するものとする。 

（1）発行番号 

（2）学校種別又は指定番号 

（3）部科及び学年 

（4）学生証、生徒証又は児童証等（以下「証明書」という。）の

番号 

（5）氏名及び年齢 

（6）有効期限（通信による教育を行う学校にあつては、有効期

間） 

（7）発行年月日 

（8）学校所在地（通信による教育を行う学校にあつては、面接授

業又は試験会場所在地を含む。） 

（9）学校名 

（10）学校代表者氏名 

２ 前項に掲げる学割証を交付する場合の記入事項の記入方は、次

の各号の例によるものとする。以下この章中、通学証明書及び証

明書についてもまた同じ。 

（1）前項第２号に規定する学校種別又は指定番号の記入方は、次

の例によるものとする。 

（例） 

第２条第１項第１号の学校 「高等学校」 

同条同項同号ただし書に規定する通

信による教育を行う学校の通信教育

部であつて、学校教育法第54条第３項

に規定する広域の通信制の課程 

「広高東京１」 

同条同項第２号の学校 「準東京１」 

同条同項第３号の学校 「大 阪２」 

同条同項第４号及び第５号の学校 「外東京３」 

て指定部科として追加指定を受けようとする場合及び学則の変

更によりその既指定部科の内容に変更を生じた場合は、当該学校

の代表者は、次の書式による学校指定変更願を所管の支社長等に

提出するものとする。 

 

（中略） 

 

３ 指定学校が、校名・部科名・所在地・もより駅・面接授業会場

等に変更を生じたときは、当該学校の代表者は、前各項の規定に

準じ、すみやかに指定変更願を提出するものとする。 

 

（中略） 

 

（学割証の発行方） 

第 11 条 指定学校の代表者は、学割証を学生又は生徒に交付す

るときは、これに次の各号に掲げる事項を記入して職印を押し、

学割証発行台帳に契印を押したうえ、交付するものとする。 

（1）発行番号 

（2）学校種別又は指定番号 

（3）部科及び学年 

（4）学生証、生徒証又は児童証等（以下「証明書」という。）の

番号 

（5）氏名及び年齢 

（6）有効期限（通信による教育を行う学校にあつては、有効期

間） 

（7）発行年月日 

（8）学校所在地（通信による教育を行う学校にあつては、面接授

業会場又は試験会場所在地を含む。） 

（9）学校名 

（10）学校代表者氏名 

２ 前項に掲げる学割証を交付する場合の記入事項の記入方は、次

の各号の例によるものとする。以下この章中、通学証明書及び証

明書についてもまた同じ。 

（1）前項第２号に規定する学校種別又は指定番号の記入方は、次

の例によるものとする。 

（例） 

第２条第１項第１号の学校 「高等学校」 

同号ただし書に規定する通信による

教育を行う学校の通信教育部であつ

て、学校教育法第54条第３項に規定す

る広域の通信制の課程 

「広高東京１」 

同項第２号の学校 「準東京１」 

同項第３号の学校 「大 阪２」 

同項第４号及び第５号の学校 「外東京３」 



 

（中略） 

 

（通学証明書の発行方） 

第 15 条 指定学校の代表者は、通学証明書を学生・生徒・児童又

は幼児に交付するときは、これに次の各号に掲げる事項を記入し

て職印を押し、通学証明書発行台帳に対して契印を押したうえ、

交付するものとする。 

（1）発行番号 

 

（中略） 

 

（9）証明書番号 

（10）有効期限 

（11）発行年月日 

 

（中略） 

 

３ 卒業する予定の学生・生徒・児童又は幼児に対する通学証明書

及び旅客規則第38条第１項第４号に規定する割引の通学定期乗

車券を発売する高等専門学校第３学年の学生に対する通学証明

書の交付は、当該学年の終期まで行うことができる。ただし、学

年の終期前に発行する通学証明書の有効期間が学年の終期をこ

えるものにあつては、その有効期限欄に学年の終期を赤書きしな

ければならない。 

 

（中略） 

 

７ 通信による教育を行う学校の学生又は生徒に交付する通学証

明書は、面接期間又は試験期間に有効なものに限るものとし、通

学証明書の通学定期乗車券の有効期間は、面接期間又は試験期間

の終期以後１箇月をこえるものを記入しないものとする。ただ

し、通信による教育を行う学校のうち、放送大学学園法 (平成14

年法律第156号)第４条の規定により設置された大学の学生に対

しては、通学証明書を交付しない。 

 

（中略） 

 

（証明書の発行方） 

第 19 条 指定学校の代表者は、証明書を学生・生徒・児童又は幼

児に交付するときは、これに次の各号に掲げる事項を記入して職

印を押し、証明書発行台帳に対して契印を押したうえ、交付する

ものとする。 

（1）番号 

 

（中略） 

 

（通学証明書の発行方） 

第 15 条 指定学校の代表者は、通学証明書を学生・生徒・児童又

は幼児に交付するときは、これに次の各号に掲げる事項を記入し

て職印を押し、通学証明書発行台帳に対して契印を押したうえ、

交付するものとする。 

（1）発行番号 

 

（中略） 

 

（9）証明書番号 

（10）卒業予定年月日 

（11）発行年月日 

 

（中略） 

 

３ 卒業する予定の学生・生徒・児童又は幼児に対する通学証明書

及び旅客規則第38条第１項第４号に規定する割引の通学定期乗

車券を発売する高等専門学校第３学年の学生に対する通学証明

書の交付は、当該学年の終期まで行うことができる。ただし、学

年の終期前に発行する通学証明書の有効期間が学年の終期をこ

えるものにあつては、その卒業予定年月日欄に学年の終期を赤書

きしなければならない。 

 

（中略） 

 

７ 通信による教育を行う学校の学生又は生徒に交付する通学証

明書は、面接授業期間又は試験期間に有効なものに限るものと

し、通学証明書の通学定期乗車券の有効期間は、面接授業期間又

は試験期間の終期以後１箇月をこえるものを記入しないものと

する。ただし、通信による教育を行う学校のうち、放送大学学園

法 (平成14年法律第156号)第４条の規定により設置された大学

の学生に対しては、通学証明書を交付しない。 

 

（中略） 

 

（証明書の発行方） 

第 19 条 指定学校の代表者は、証明書を学生・生徒・児童又は幼

児に交付するときは、これに次の各号に掲げる事項を記入して職

印を押し、証明書発行台帳に対して契印を押したうえ、交付する

ものとする。 

（1）番号 



 

（中略） 

 

（10）学校代表者氏名 

 

 

２ 指定学校の代表者は、証明書を交付した後記載事項に異動を生

じたときは、直ちに訂正し、常に正しいものを携帯させるものと

する。 

３ 指定学校の代表者は、学生・生徒・児童又は幼児に新たな証明

書を交付したときは、旧証明書を回収し、学生・生徒・児童又は

幼児が卒業・退学等によつて学籍を失つたときは、直ちに証明書

を回収するものとする。 

４ 第11条第３項、第４項、第６項及び第15条第２項の規定は、証

明書の発行方について準用する。 

 

（中略） 

 

（指定救護施設としての指定条件） 

第 22 条 指定救護施設としての指定は、次の各号の条件を具備

し、当社が適当と認めたものについて行う。 

（1）都道府県立及び地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条

の19に規定する指定都市（以下「指定都市」という。）立の施

設にあつては、設立の告示を示したものであること。 

 

（中略） 

 

（指 定） 

第 24 条 当社は、前条の規定による指定の申請があつた場合は、

これを審査し、指定を適当と認めるものについては、指定救護施

設として指定し、当該施設の長にその旨を通知する。 

２ 前項の規定による通知は、第21条第１号の施設については、当

該施設が都道府県立のものであるときは都道府県知事、市町村立

若しくは私立のものであるときは関係都道府県知事（指定都市立

のものにあつては、市長）を経由して当該施設の代表者に、同条

第２号の施設については、法務省矯正局長、同条第３号の施設に

ついては、法務省保護局長に対して行う。 

 

（中略） 

 

（旅客運賃割引証・通学証明書等の不正発行等に対する取扱い） 

第 36 条 旅客規則第29条及び同第31条の規定による旅客運賃割

引証並びに旅客規則第36条の規定による通学証明書又は旅客規

則第170条の規定による証明書を、発行者が使用資格者以外の者

 

（中略） 

 

（10）学校代表者氏名 

（11）卒業予定年月日。ただし、通学定期乗車券購入兼用の証明書

に限る。 

２ 指定学校の代表者は、証明書を交付した後記載事項に異動を生

じたときは、直ちに訂正し、常に正しいものを携帯させるものと

する。 

３ 指定学校の代表者は、学生・生徒・児童又は幼児に新たな証明

書を交付したときは、旧証明書を回収し、学生・生徒・児童又は

幼児が卒業・退学等によつて学籍を失つたときは、直ちに証明書

を回収するものとする。 

４ 第11条第３項、第４項及び第６項並びに第15条第２項の規定

は、証明書の発行方について準用する。 

 

（中略） 

 

（指定救護施設としての指定条件） 

第 22 条 指定救護施設としての指定は、次の各号の条件を具備

し、当社が適当と認めたものについて行う。 

（1）都道府県立又は地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条

の19に規定する指定都市（以下「指定都市」という。）立の施

設にあつては、設立の告示を示したものであること。 

 

（中略） 

 

（指 定） 

第 24 条 当社は、前条の規定による指定の申請があつた場合は、

これを審査し、指定を適当と認めるものについては、指定救護施

設として指定し、当該施設の長にその旨を通知する。 

２ 前項の規定による通知は、第21条第１号の施設については、当

該施設が都道府県立のものであるときは都道府県知事、市町村立

又は私立のものであるときは関係都道府県知事（指定都市立のも

のにあつては、市長）を経由して当該施設の代表者に、同条第２

号の施設については、法務省矯正局長、同条第３号の施設につい

ては、法務省保護局長に対して行う。 

 

（中略） 

 

（旅客運賃割引証・通学証明書等の不正発行等に対する取扱い） 

第 36 条 旅客規則第29条及び同第31条の規定による旅客運賃割

引証並びに旅客規則第36条の規定による通学証明書又は旅客規

則第170条の規定による証明書を、発行者が使用資格者以外の者



又は旅客規則第24条の規定により割引乗車券類の発売を停止さ

れた者に対して発行したとき若しくはその他正規に反する取扱

いを認めたときは、当社はその学校又は施設に対して次の各号に

定める措置を行うことがある。 

（1）当該学校が第２条第１項第１号本文に規定する学校の場合

は、当社が定める相当の期間、指定学校として取り扱わない。 

（2）当該学校又は施設が第５条第１項本文又は第24条第１項の

規定により、当社の指定を受けた学校又は施設である場合は、

この指定を取り消すことがある。 

 

（以下略） 

若しくは旅客規則第24条の規定により割引乗車券類の発売を停

止された者に対して発行したとき又はその他正規に反する取扱

いを認めたときは、当社はその学校又は施設に対して次の各号に

定める措置を行うことがある。 

（1）当該学校が第２条第１項第１号本文に規定する学校の場合

は、当社が定める相当の期間、指定学校として取り扱わない。 

（2）当該学校又は施設が第５条第１項本文又は第24条第１項の

規定により、当社の指定を受けた学校又は施設である場合は、

この指定を取り消すことがある。 

 

（以下略） 

 


